
総 合 評 価

〔概要〕

中小企業退職金共済制度の在り方についてテ ー マ

（中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案）（法案名）

１ 評価テーマの設定

〔背景事情〕

一般の中小企業退職金共済制度（以下「中退制度」という ）におい。

ては、市場金利や株価が低水準で推移していることから、実際の運用利

回りが予定運用利回りを下回る状況が続き、平成１２年度末現在２，０

００億円を超える累積欠損金を抱えることとなっている（別紙１）等、評価の背景事情

最近における経済社会情勢に対応して、中退制度の長期的な安定を図る

必要がある。

〔契機等〕

平成１２年度末の中小企業退職金共済事業の財政状況が平成１３年８

月に公表され、一般の中退制度における平成１２年度の実際の運用利回

りが２．３３％、平成１２年度末現在の累積欠損金が２，０００億円を

超えることが明らかになった。

労働基準局勤労者生活部勤労者生活課担 当 局 課

２ 評価の実施に当たっての設定条件、事前準備

労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会において、

平成１３年８月２日から平成１４年２月１２日まで、合計９回に渡って実 施 時 期

検討。評 価 期 間

・ 平成１４年１月２４日

同審議会より「中小企業退職金共済制度の改正について」厚生

労働大臣に対し建議。

・ 平成１４年２月１２日

厚生労働大臣より「中小企業退職金共済法の一部を改正する法

律案要綱」について、同審議会に諮問、同日要綱を適当と認める

旨答申。

中退制度には、主に常用労働者を対象とする「一般の中退制度」と、

厚生労働大臣が指定した特定の業種に期間を定めて雇用される労働者評 価 対 象

（期間労働者）を対象とする「特定業種退職金共済制度 （建設業、清」

酒製造業及び林業を指定）があり、一般の中退制度の財政を中心に評価

の対象とした。



＜制度の基本的な仕組み＞

運営主体は、特殊法人である勤労者退職金共済機構である。

事業主が勤労者退職金共済機構に掛金を納付し、勤労者退職金共済機

構はその掛金を運用し、労働者の退職時（特定業種退職金共済制度にお

いては業界退職時）に、労働者に退職金を給付する。

＜退職金額の規定＞

一般の中退制度の退職金額は、法律で定められている。

＜勤労者退職金共済機構における余裕金の運用＞

勤労者退職金共済機構は、①金融機関への預金、②金銭信託、③有価

証券の取得、④財政融資資金への預託等、により余裕金を運用すること

とされている。

また、勤労者退職金共済機構は、四半期毎に余裕金の運用計画を作成

し、厚生労働大臣の認可を受けなければならないこととされている。

＜勤労者退職金共済機構の業務の範囲＞

勤労者退職金共済機構は、①中小企業退職金共済事業、②保健施設の

設置・運営業務、③労働者福祉施設設置のための融資業務、を行うこと

とされている。

＜特定業種退職金共済制度の掛金日額＞

特定業種退職金共済制度の掛金は、日額１２０円以上４５０円以下の

範囲とされている（法律上の範囲において、特定業種退職金共済規程で

定めることとされている 。）

・ 中退制度における長期的な財政の安定性確保

評 価 項 目

＜一般の中退制度に係る財政状況の推移＞評価に際して収

経済社会情勢の変化に対応し、平成２年、平成７年及び平成１０年と集した情報・デ

法律改正を行って、退職金額に係る予定運用利回りの見直しを行ってきータ及び各種の

たところであるが（６．６％→５．５％→４．５％→３．０％ 、実際評価手法を用い ）

の運用利回りが予定運用利回りを下回る状況が続き、平成１２年度末現てこれらについ

在２，０００億円を超える累積欠損金を抱えることとなっている。て行った分析・

測定の内容

＜勤労者退職金共済機構における資産運用＞

中退制度においては、事業主が拠出した掛金を、勤労者退職金共済機

構において運用し、それを原資として退職金が給付されることとなるこ

とから、その資産運用は大変重要である。また、厳しい経済金融情勢が

続き、勤労者退職金共済機構における運用方法等が資産運用結果に与え

る影響が大きくなっている中で、その資産運用の重要性は一層高まって



いる。

このような状況のなかで、他の資産運用機関の資産運用等に係る規定

と勤労者退職金共済機構の規定を比較すると、資産運用の主体としての

勤労者退職金共済機構の責任の明確化や、勤労者退職金共済機構の自主

的・効率的運営の促進が十分でないという問題がある。

＜勤労者退職金共済機構の業務＞

（保健施設の設置・運営業務）

昭和３４年の制度創設以来実績がない。

（労働者福祉施設設置のための融資業務）

中退制度に加入している中小企業を対象とした労働者福祉施設の設置

に係る融資業務の実績（別紙２）については、最近減少しており、平成

１２年度の新規貸付は２５件となっている。

＜特定業種退職金共済制度の掛金日額＞

法律で規定している掛金日額の範囲については、一般の賃金水準の上

昇、関係業界等の意見、中小企業者の負担能力等を勘案して定めること

としている。現行の特定業種退職金共済制度の掛金日額の範囲は１２０

円以上４５０円以下とされているが、平成１３年９月より林業退職金共

済制度の掛金日額がその上限の４５０円まで引き上げられたところであ

る。

３ 評価結果のとりまとめ

＜退職金額の規定＞

最近の経済及び金融情勢の変化の状況にかんがみると、将来の資産運評 価 結 果

用の実績について、確実な見通しを立てることは困難である。

このため、経済及び金融の変化に的確に対応し、予定運用利回りに基

づく退職金の額を機動的に見直すことが可能となるよう、これを政令で

定めることとするべきである。

＜勤労者退職金共済機構における余裕金の運用＞

他の資産運用機関の資産運用等に係る規定も踏まえ、

① 勤労者退職金共済機構において運用目標等を定めた資産運用に係る

基本方針の策定を義務づけ、

② 資産運用に係る役員の忠実義務や自己又は第三者の利益を図る行為

の禁止規定を新設することにより、

運用目標等を明確にするとともに、資産運用の主体としての勤労者退職

金共済機構の責任を明確にするべきである。

また、このように勤労者退職金共済機構の責任を明確にすることと合

わせ、国の関与を一部廃止し、勤労者退職金共済機構の自主的・効率的

運営を促進するべきである。

＜勤労者退職金共済機構の業務の範囲＞



（保健施設の設置・運営業務）

昭和３４年の制度創設以来実績がないことを踏まえ、廃止するべきで

ある。

（労働者福祉施設設置のための融資業務）

最近、実績が減少していること、特殊法人改革における政策金融の見

直しにおける民業補完という原則に照らし、廃止するべきである。

＜特定業種退職金共済制度の掛金日額＞

現行法上の掛金日額の上限を選択する業種が生まれたことを踏まえ、

今後、各特定業種退職金共済制度における掛金日額の引上げに対応し得

るよう引き上げるべきである。

結果の取りまと

めに当たって講

じた措置

４ 評価結果の公表

・ 平成１４年１月２４日、労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業

退職金共済部会より「中小企業退職金共済制度の改正について」厚生

労働大臣に対し建議がなされた。報 告 書 等

・ 平成１４年２月１２日、厚生労働大臣より「中小企業退職金共済法

の一部を改正する法律案要綱」について、同審議会に諮問、同日要綱

を適当と認める旨答申がなされた。

５ 評価結果を受けて講じようとする措置

別紙３のとおり。

措 置 内 容

６ その他

別紙４のとおり。

評価の実施体制



　　　　一般の中小企業退職金共済事業における予定運用利回り等の推 別紙１

(単位：百万円)

平成元年度 平成２年度 平成3年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度

予定運用利回り 6.60% 6.60% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50%

運用利回り実績 6.04% 6.01% 5.86% 5.86% 5.46% 4.78%

当期利益(損失)金 △ 9,949 △ 12,724 43,598 △ 23,772 △ 25,008 △ 42,691

利益剰余金(欠損金) 17,903 5,179 48,777 25,005 △ 4 △ 42,695

平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度

予定運用利回り 5.50% 4.50% 4.50% 4.50% 3.00% 3.00%

運用利回り実績 4.55% 3.84% 3.53% 3.23% 3.08% 2.33%

当期利益(損失)金 △ 51,618 △ 19,579 △ 29,618 △ 39,601 902 △ 20,720

利益剰余金(欠損金) △ 94,313 △ 113,892 △ 143,510 △ 183,111 △ 182,209 △ 202,929

（注）　平成２年法においては、２年法施行前加入者については従前どおり６．６０％の予定運用利回りを適用。ただし、平成７年法
　　　改正以降は、既加入者も含めて新たな予定運用利回りを適用。



別紙２

○　一般の中小企業退職金共済融資事業

件数
融資額
（千円） 件数

融資額
（千円）

８年度 28 665,400 341 3,951,698

９年度 29 549,100 295 3,421,704

１０年度 28 471,500 257 2,959,373

１１年度 23 352,800 231 2,719,984

１２年度 23 425,000 223 2,623,197

○　建設業退職金共済融資事業

件数
融資額
（千円） 件数

融資額
（千円）

８年度 8 219,500 74 718,354

９年度 12 746,100 65 1,226,515

１０年度 9 236,700 59 1,234,280

１１年度 3 30,500 56 1,121,329

１２年度 1 44,000 49 1,020,044

○　清酒製造業退職金共済融資事業

件数
融資額
（千円） 件数

融資額
（千円）

８年度 0 0 3 12,654

９年度 0 0 2 9,370

１０年度 1 8,500 3 15,670

１１年度 0 0 3 13,050

１２年度 1 30,000 4 38,930

勤労者退職金共済機構における融資事業の現況

新規 残高

新規 残高

新規 残高
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別
紙
三

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

退
職
金
共
済
契
約
に
係
る
退
職
金
額

退
職
金
共
済
契
約
に
係
る
基
本
退
職
金
額
は
、
納
付
さ
れ
た
掛
金
及
び
そ
の
運
用
収
入
の
額
の
総
額
を
基
礎
と
し
て
、

予
定
利
率
並
び
に
被
共
済
者
の
退
職
の
見
込
数
及
び
退
職
金
共
済
契
約
の
解
除
の
見
込
数
を
勘
案
し
て
、
掛
金
納
付
月
数

の
区
分
に
応
じ
、
掛
金
月
額
及
び
掛
金
納
付
月
数
に
応
じ
政
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

特
定
業
種
退
職
金
共
済
契
約
に
係
る
掛
金
日
額
の
範
囲
の
引
上
げ

特
定
業
種
退
職
金
共
済
契
約
に
係
る
掛
金
日
額
の
範
囲
を
、
現
行
の
百
二
十
円
以
上
四
百
五
十
円
以
下
か
ら
三
百
円
以

上
八
百
円
以
下
に
引
き
上
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
の
理
事
長
等
の
義
務
等

一

勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
理
事
長
、
副
理
事
長
及
び
理
事
は
、
余
裕
金
の
運
用
の
業

務
に
つ
い
て
、
法
令
、
法
令
に
基
づ
い
て
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
処
分
等
を
遵
守
し
、
機
構
の
た
め
忠
実
に
そ
の
職
務
を

遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
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二

機
構
の
理
事
長
、
副
理
事
長
及
び
理
事
は
、
自
己
又
は
機
構
以
外
の
第
三
者
の
利
益
を
図
る
目
的
を
も
っ
て
、
特
別
の

利
益
の
提
供
を
受
け
、
又
は
受
け
る
た
め
に
、
余
裕
金
の
運
用
に
関
す
る
契
約
を
機
構
に
締
結
さ
せ
る
こ
と
等
の
行
為
を

行
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四

機
構
の
業
務
の
縮
小

機
構
が
行
う
保
健
施
設
等
の
設
置
及
び
運
営
の
業
務
並
び
に
従
業
員
福
祉
施
設
の
設
置
等
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
の

業
務
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
五

余
裕
金
の
運
用
方
法
の
範
囲
の
拡
大
等

一

機
構
が
余
裕
金
を
運
用
す
る
際
の
方
法
と
し
て
、
信
託
会
社
へ
の
信
託
を
認
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

機
構
が
投
資
顧
問
業
者
と
の
投
資
一
任
契
約
の
締
結
に
よ
る
運
用
方
法
を
特
定
す
る
金
銭
信
託
で
余
裕
金
を
運
用
す
る

場
合
の
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
六

余
裕
金
の
運
用
に
関
す
る
基
本
方
針
等

一

機
構
は
、
余
裕
金
の
運
用
に
関
し
て
、
運
用
の
目
的
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
基
本
方
針
を

作
成
し
、
当
該
基
本
方
針
に
沿
っ
て
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
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二

機
構
は
、
余
裕
金
の
運
用
に
関
す
る
契
約
の
相
手
方
に
対
し
て
、
協
議
に
基
づ
き
余
裕
金
の
運
用
に
関
す
る
基
本
方
針

に
沿
っ
て
運
用
す
べ
き
こ
と
を
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
。

第
七

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
八

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

二

退
職
金
額
等
に
関
す
る
経
過
措
置

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
効
力
を
生
じ
た
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
が
施

（一）
行
日
前
に
退
職
し
た
場
合
の
退
職
金
の
額
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

施
行
日
前
に
効
力
を
生
じ
た
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
が
施
行
日
以
後
に
退
職
し
た
場
合
の
退
職
金
の
額
等
に

（二）
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関
す
る
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

機
構
の
業
務
に
関
す
る
経
過
措
置

機
構
は
、
貸
し
付
け
ら
れ
た
資
金
に
係
る
債
権
の
回
収
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
債
権
の
管
理
及
び
回
収
を
行
う

も
の
と
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他

そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に
関
係
法
律
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す

る
こ
と
。



別紙４

労働政策審議会勤労者生活分科会

中小企業退職金共済部会委員等名簿

勝 悦子 明治大学 政治経済学部助教授
か つ え つ こ

(部会長)齋 藤 邦 彦 日本労働研究機構 理事長
さいとう く に ひ こ

都 村 敦 子 中京大学 経済学部教授
つ む ら あ つ こ

堀 越 達 哉 日本中小企業政治連盟 政策副委員長
ほ り こ し た つ や

山 路 憲 夫 毎日新聞社 論説委員
や ま じ の り お

刀 谷 全 雄 労働者福祉中央協議会 事務局長
か た な や ま さ お

笹 川 博 ＪＡＭ 共済統括事業本部 専務理事
さ さ が わ ひ ろ し

佐藤 正明 全国建設労働組合総連合 書記長
さ と う ま さ あ き

辻 村 義 男 日本化学・サービス・一般労働組合連合 書記長
つ じ む ら よ し お

長谷川 裕 子 日本労働組合総連合会 労働法制局長
は せ が わ ゆ う こ

奥平 ミヱ子 横浜商工会議所 常議員
お く だ い ら み え こ

菅野 利徳 全国中小企業団体中央会 専務理事
か ん の と し の り

吉 川 稲 美 日本経営者団体連盟 常任理事
き っ か わ い ね

桜 井 征 夫 （社）全国建設業協会 常務理事
さ く ら い ま さ お

中 山 嘉 彦 （社）日本中小企業団体連盟 常任理事
なかやま よ し ひ こ
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